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報告書

国立大学法人東京海洋大学　産学・地域連携推進機構 

～商標・特許の活用方法～

本セミナーは、平成 25 年度 文部科学省  過疎・高齢化に対応した
安全・安心を実現する漁港・漁村モデルの構築事業、

並びに、SANRIKU( 三陸 ) 水産研究教育拠点形成事業で実施しております。
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水産食品のブランド育成セミナー
Tokyo University of M

arine Science and Technology

～商標・特許の活用方法～
東京海洋大学では、東日本大震災からの復興にあたり、
気仙沼市と連携しながら、産業面からも支援していき
ます。産地から輸送された水産加工品は消費地で購入
という選択権を得ることが、事業上、重要です。
そのためにはブランド育成、そして商標権の活用、併
せて、ブランド育成のために先端の技術を取り入れて
いくことにより、ブランドが確立することができます。
しかし、どのようにブランド化に取り組んでいけばわ
からない方が多いのが現状です。
今回は、その取り掛かりについてお話をさせて戴きま
すので、是非、ご参加ください。

日時
2014 年 3月 15日 ( 土曜日 )10：30～ 12：00

場所 気仙沼中央公民館 3階会議室
対象

水産業に関連する事業者の皆様

気仙沼市魚市場前 1番 1号

主催
東京海洋大学・気仙沼市

2



水産食品のブランド育成セミナー

Tokyo University of M
arine Science and Technology

～商標・特許の活用方法～

１ 10：30～ 10：45

質疑応答込の時間設定

内容
プログラム

気仙沼市役所 水産課
気仙沼市振興に向けた取り組み　
～ニーズの洗い出し～

２ 10：45～ 11：30
東京海洋大学 産学・地域連携推進機構
弁理士：前田 敦子
 水産物・水産食品のブランド化に向けた
商標・特許の活用

3 11：30～ 12：00
東京海洋大学 SANRIKU プロジェクト
特任教授：福田 裕
 水産食品への通電加熱の可能性
～蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用～



Tokyo University of M
arine Science and Technology

10：30　開演

10：00　受付開始

１ 10：33～
気仙沼市役所 産業部水産課
川村貴史主幹兼漁業振興係長
気仙沼市振興に向けた取り組み　
～ニーズの洗い出し～

司会から東京海洋大学の役割について会場の意見を聞いたところ、会場内から質問があがり、小川副学長が回答。

気仙沼市役所産業部水産課が、
東京海洋大学三陸サテライト
熊谷コーディネーターと御用
聞きに伺う旨を説明。

開演 30 分前に受付を開始。東京海洋大学の
学生が受付担当。右 : 気仙沼出身の高館くん
左 : 食品冷凍学研究室の中納さん。

SANRIKU プロジェクト水産新素
材・加工技術・加工設備班 班長
の鈴木教授がブランド育成セミ
ナーの司会を務める。
会の概要を説明。通常の講演会
の司会は、講演者紹介、質疑の
取次といった役割だが、今回は
来場者参加型、全員参加型のセ
ミナーにするべく、雰囲気をも
って行くよう心がけたそうで、
会場からも盛んな議論が持ち上
がり活発なセミナーになった。

水産食品のブランド育成セミナー
Flow of scheduled time
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arine Science and Technology

２ 10：47～

ブランドや商標権はどういったものであるかというところから、説明し、
商標権を中心に特許権を始めとした知的財産権を活用していく必要性や
水産食品はニーズ主導型に対応していく必要があり、そのためには技術
や連携が重要であることも説明した。

水産物・水産食品のブランド化に向けた
商標・特許の活用

東京海洋大学 産学・地域連携推進機構
弁理士：前田 敦子

３ 11：40～

水産食品への通電加熱の可能性
～蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用

東京海洋大学 SANRIKU プロジェクト
特任教授：福田 裕

通電加熱の水産食品への応用＝事業化の段階に
ついて、水産食品それぞれについて説明し、事
業化の可能性を概説した。また、通電加熱を用
いると、加熱むらがなく、効率がいい旨を説明
したところ、会場内ではメモを取る人が多数み
られた。

水産食品のブランド育成セミナー
Flow of scheduled time



水産食品のブランド育成セミナー Tokyo University of M
arine Science and Technology

報告
2014 年 4月 1日より
東京海洋大学 三陸サテライトが移転

三陸サテライトの熊谷シニアコ
ーディネータから、気仙沼市役
所と一緒に御用聞きへ行くこと、
4/1 に事務所が移転すること、
そして、相談受付票の紹介。

ミナー
Flow of scheduled time

会場から通電加熱はどんな食品に使えるか否かの質問があがり、解答する福田特任教授。

【新住所】
 〒９８８－００３７　
 宮城県気仙沼市魚市場前７－１３
 気仙沼市産業センター海の市３階 
 ( 旧リアスシャークミュージアム )



水産食品のブランド育成セミナー Tokyo University of M
arine Science and Technology

挨拶
閉会の言葉　小川 廣男  副学長 ( 三陸復興担当理事 )
 

育成セミナ

長 ( 三陸復興担当理事 )

閉会
12：15　盛況のうちに終了

　東京海洋大学では、全国的に過疎･高齢化が進む漁港・漁村の活性化を目
的に、若者のふるさと回帰あるいは漁業志向を促す魅力ある地域産業の創
出や活性化、東日本大震災でその必要性が改めて認識された沿岸域の津波
等自然災害に対する減災・防災機能や食の安全性確保による地域生活の安
全･安心の実現、これら地域産業と地域生活の根幹をなす自然環境の浄化と
保全、これら三つの研究を軸に過疎・高齢化に対応した安全・安心を実現
する漁港・漁村モデルの構築事業を展開しています。

そして、創出された成果を本学の産学連携機能を生かして地域のニーズと
結びつけて広く社会に還元すると共に、これらの研究成果を統合した新た
な漁港・漁村モデルを構築し、シンポジウムの開催等によって広く社会に
発信することで全国への展開を図り、漁港･漁村の活性化の実現に貢献する
ことを目指すものです。

　気仙沼市は、全国有数の水産都市として発展してきました。東京海洋大
学は震災後に気仙沼市と連携して三陸サテライト設立し、ここを拠点に産
業面から支援しております。この度、本学と気仙沼市が主催となり、『水産
食品のブランド育成セミナー』を開催致しました。この会は、ブランド育成、
そしてブランドを守るための商標権の活用、併せてブランド育成のために
有効な先端技術の取り入れなどを題材にしてブランド確立の具体について
紹介するもので、まず気仙沼市水産課から「取り組みとニーズの洗い出し」、
本学産学・地域連携推進機構の弁理士による「水産物・水産食品のブラン
ド化に向けた商標・特許の活用」、三大学連携 SANRIKU プロジェクトの水
産新素材・加工技術・加工設備開発班から「水産食品への通電加熱の可能
性 （蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用）」について講演があり、話しの途中
でも質疑応答が活発になされるなど、今後の産地生産財のブランド化につ
いて学び多く意義あるセミナーとなりました。

　今後は、気仙沼市との連携を進めながら現場が最も必要とする題材につ
いてセミナーを重ね、所期の目的が果たせるよう邁進したいと存じます。

本セミナーは、平成 25 年度文部科学省の『過疎・高齢化に対応した安全・安心を実現する
漁港・漁村モデルの構築事業』と本学と岩手大学・北里大学との三大学連携による
『SANRIKU( 三陸 ) 水産研究教育拠点形成事業』により実施するものです。



水産食品のブランド育成セミナー
Tokyo University of M

arine Science and Technology

2014 年 3月 15日
10：45～ 11：30

～商標・特許の活用方法～

水産物・水産食品のブランド化に向けた
商標・特許の活用

講演内容報告

　産地から輸送された水産加工品は消費地で購入という選択権を得ることが、事
業上、大変重要となります。そのためにはブランドを育成していくことが必要で
すが、水産食品に従事する方はどのようにブランド化に取り組んでいけばわから
ない方が多いのが現状です。
一方で、ブランド化には商標権を取得していくことは、法律論的にも効果的なこ
とは明らかですが、現状は、知的財産の専門家（弁理士・弁護士）による訴求が
出来ていないことから、この点を重点的に訴求しています。
　また、水産食品は、消費者が購入する、つまり購入権を得ることが重要ですが、
その は、消費者のニーズに応えることが重要です。しかし、生産者にとっては、
消費者のニーズにどの様に応えるのかが分からないのが現状で、生産者と消費者
にギャップがあります。そのギャップを埋めていく必要性を認識した上で、商標
を軸に、技術解決に特許や美的外観に意匠などの知的財産を使っていくことを説
きました。また、水産食品は、生産者から消費者の手元に届くまで、様々な産業
が入ることから、連携の重要性を概説しました。今回は、相乗効果を狙い、ニー
ズ伺い（御用聞き）に行く方を紹介することで、連携を実態的なものとし、産業
上利用可能な技術について専門家から紹介することにしました。

東京海洋大学 産学・地域連携推進機構
弁理士：前田 敦子

 

Branding



水産食品のブランド育成セミナー Tokyo University of M
arine Science and Technology

講演内容プレゼンテーション

東京海洋大学 産学・地域連携推進機構
弁理士：前田 敦子

 

国立大学法人  東京海洋大学
産学・地域連携推進機構
弁理士：前田 敦子

 

水産物・水産食品のブランド化に向けた
商標・特許の活用

国立大学法人 東京海洋大学
Tokyo University of Marine Science and Technology

2014 年 3月 15 日
気仙沼中央公民館 3階会議室

水産食品のブランド育成セミナー

2

ブランドの意味を理解していない方が多いのが現状。
ブランドというと、高級品をイメージする方が大半だが、同じものを区別できることがブランドという。



Tokyo University of M
arine Science and Technology
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3

ブランドを確立させるために、商標権を取得することは重要である。

6

仮に、商標権を他者が取得している場合、差止請求権の行使、損害賠償の請求をうけることがある。
そのためにも先行商標調査を実施し、他者の商標権を侵害していないか、
使用としている商標が取得されていないことを調べることは必要。
特許電子図書館の商標検索で商標取得状況を閲覧することができる。
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水産物のブランド化の成功事例に関サバがある。生物学的に同じサバであっても、
豊後水道を境に、関サバと岬サバの価格は 1桁違う。これがブランド化である。

非常に厳しい品質管理、つまり技術を取り入れることで、ブランド化に成功している。
ブランド化維持のために品質管理の技術開発も実施している。



Tokyo University of M
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これまでの事例等から、水産食品は永久権を獲得できる商標権を軸にして、
ブランド戦略を中心に考えていくことが好ましい。

商標権を軸に、ブランド化確立のために、技術である特許権、
包装パッケージを意匠権で登録する等、検討していくことが重要となる。

全国逸品かまぼこ展示試食会が開催され、板かまぼこ、ちくわ、笹かまぼこ、はんぺん、伊達巻、揚げかま
ぼこ、カニかまぼこ、アートかまぼこなど、約 800 品展示された。この中でブランド化を訴求していくこ
とは至難の業であることがわかる。いくつかの地方自治体の方と話をしたところ、他のところにおいしいも
のがあると、気を引き締めて帰って行った。
その中で、農林水産大臣賞を受賞したかまぼこは、もれなく、その旨を製品に記載してあり、現に、農林水
産大臣賞受賞後、売上が上がったという話も聞いている。名誉ある賞を受賞するということも、品質保証機
能や広告宣伝機能が得られることから、ブランド化のひとつに使える。
農林水産大臣賞を受賞するには、確かな技術、先端技術の他、会社自体がしっかりしていること、例えば、
男女平等、福利厚生の面も審査対象となる。東京海洋大学学長賞もあり、消費者のニーズに応えている点を
評価している。かまぼこは冷蔵販売されており、冷蔵庫で保管することから、冷蔵庫から出した時のイメー
ジも評価されている。また、練り製品の量的拡大、すなわち、市場拡大になる点も評価している。賞を受賞
しているものの特徴の一つとして、水産品以外、バジル、ゴボウ、鶏皮等を入れており、消費者等は新たな
味が必要としていることもわかる。
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グレーはいわゆる防衛出願であり、バブルが崩壊した現在は、赤の権利化を望む場合にしか出願しない傾向がある。
その数値を見ると、特許出願数は全体として減少傾向であるが、水産食品は増加傾向にある。
商標権を他者が取得している場合、差止請求権の行使、損害賠償の請求をうけることがある。

消費者のニーズを受け入れる際に、知的財産を活用することで知的財産戦略が効果的になる。
具体的には加工の選択として、通電加熱による低コスト化を図り、種類を増やすこと、

流通を拡大するために凍結・保管方法を工夫することも考えられる。

（消費者のニーズを受け入れるための具体的手段を提示）。

消費者のニーズに応えることが重要である。
成功の は、消費者のニーズの把握とニーズに応えるための技術を利用することである。

ニーズ主導型に対応するには
重要なことは⇒

消費者のニーズを的確に把握する力
消費者のニーズを把握するための情報
解決手段の豊富さ
持続的に継続していくこと

そのため必要なのは、、、
潜在ニーズをくみ取る力（先を読む力）
連携力（横のつながり）
法的に有効な権利
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外国から日本へ出願した国の件数であり、アメリカが当初は多かったが、最近では韓国からの出願も増えている。

まとめ
水産業、特に水産食品分野は、知的財産権を取得していくことは重要

水産食品は、まさしく、業務上の信用が売上に繋がることから、商標権を中心に事業を展開

商標権・特許権等の取得は、開発・企画段階で戦略を練る

ニーズを的確に把握するため、新たな価値を作るために、連携は必要であり有効

●

●

●

一方、日本が外国へ出願した国は、タイ・中国・台湾等、アジア諸国が圧倒的に多い。



水産食品のブランド育成セミナー
Tokyo University of M

arine Science and Technology

2014 年 3月 15日
11 ：30 ～ 12：00

～商標・特許の活用方法～

水産食品への通電加熱の可能性
～蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用～

講演内容報告
東京海洋大学 SANRIKU プロジェクト

特任教授：福田 裕
 

　通電加熱技術が食品に応用されたのは 1990 年代であり、かまぼこへの加熱が始まりでした。日
本発の技術として、現在では多くの練り製品工場で通電加熱が使われています。その後、パイプの
中で食材を流動させながら連続的に通電加熱する技術が開発されるとチーズ、味噌、ジャムなどの
農産加工品の殺菌技術へと利用が広がって行きます。しかし、練り製品以外の水産食品への通電加
熱の応用は、形や大きさが不揃い、脆弱な組織性などが障害となり実用化までなかなか至りません
でしたが、ここ数年の間に通電加熱メーカーと地方公設食品研究機関、大学の共同研究が実り技術
開発そして実用化へと進展がみられるようになりました。
　本セミナーでは、気仙沼の水産加工産業に興味を持っていただけるよう、かまぼこ、カキ、ワカ
メへの応用と題してこれまでの成果を紹介しました。かまぼこについては広く普及していますが、
ワカメについてはメカブで最近実用化に成功し 25年度全水加工連の品評会で農林水産大臣賞を獲
得したことを紹介しました。カキについては、ノロウイルス対策として厚生労働省の基準に則り 85
～ 90℃90秒間の通電加熱で従来の加熱では得られないふっくらした加熱カキの研究結果を紹介す
ることができました。
　セミナー参加者からは、オカラや微細藻類の殺菌への可能性、サメ肉への応用の可能性、カキ加
熱への熱い期待などの質問やコメントがあり、それぞれ協同開発の可能性について個別に相談する
ことにしています。

専門：鮮度保持・冷凍・蒲鉾・すり身・通電加熱
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水産食品のブランド育成セミナー Tokyo University of M
arine Science and Technology

東京海洋大学 SANRIKU プロジェクト
特任教授：福田 裕

 講演内容プレゼンテーション
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水産食品への通電加熱の可能性
～蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用～

福田裕
東京海洋大学  特任教授

水産食品のブランド育成セミナー
2014 年 3月 15 日 10 時 30 分～ 12 時

気仙沼中央公民館
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水産食品への通電加熱の可能性
～蒲鉾・カキ・ワカメなどへの応用～
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セミナー終了後
　セミナーの開催から約 2週間が経過しました。海の相
談室受付票を配布したため、後日、いくつかの案件が寄
せられました。内容は、地域産品のブランド化作り、品
質面を意識したブランド化作り、通電加熱を用いた共同
研究提案（2件）が有り、本セミナーの内容に関連する
ことからも聴講者の満足度は高かったのではないかと思
われます。セミナー内で聴講者との活発な議論がなされ
た成果ではないでしょうか。

「司会者からのコメント」
　お陰様で、会場からも盛んな議論が持ち上がり活発なセミナーに
なったように思えます。東北の皆様は寡黙でなかなか公の場で発言
されないとのことでしたが、現場の意見、要望もある程度引き出す
ことができたのではないかと感じました。
　今回務めさせていただきました司会を通じて、来場者のご意見を
参考にしつつ、セミナー、やワークショップの新形態を探っていっ
てもよいのではないのでしょうか？
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